
 

日管路協第 06－053 号 
令和 06 年 07 月 03 日 

 

下水道管路管理総合技士 

登録更新対象者 各位 

 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 会長 

公印省略 

 

下水道管路管理総合技士の登録更新の御案内 

 

時下、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、下水道管路管理総合技士の登録の更新時期を迎えておられる方に、登録更新の御案

内をさせていただきます。下記により総合技士の登録更新をお願い申し上げます。 

 

記 

１．登録更新方法 

令和 5 年度末（令和 6 年 3 月 31 日）及び令和 6 年度末（令和 7 年 3 月 31 日）に登録有

効期限が満了する方は、当協会が指定する講演会（以下、「指定講演会」という。）の中から

いずれか１つを選択して受講し、この中から演題を一つ選び、選んだ理由とともに、その内

容について興味を持った点、業務等への活用・影響について考えを指定の様式にまとめ、報

告書を提出することで登録が更新されます。（更新手続きの流れは別紙をご覧ください。） 

 

２．指定講演会の受講登録 

指定講演会の受講の申込みは、当協会ホームページに掲載する「受講登録フォーム」から

行います。受講登録フォームに必要事項を入力して受講登録してください。 

「受講登録フォーム」には、当協会ホームページの「認定・登録制度」の「更新講習案内」

から入れます。（URL：https://business.form-mailer.jp/fms/8cffa0d5247324 ） 

注意：受講登録をしても、更新申請したことにはなりません。 

指定講演会の受講後に、次ページに示す「更新申請の手続き」を必ず行ってください。 

  

指定講演会は、次ページに示すとおり、対面方式による６つの講演会と WEB 講習方式に

よる講演会があります。いずれか１つの講演会を受講いただくことになります。 

また、WEB 講習は ZOOM ミーティングにより行うことから、WEB 講習で聴講するため

には、次ページの要件を満たすことを必須とします。 

 



 

受講する講演会は、次の①～⑦のいずれか１つとなります。 

【当協会が指定する講演会（対面方式）】 

① 令和６年 ７月３１日 下水道展併催セミナー・東京（本部主催） 

② 令和６年１０月２４日 下水道管路管理技術セミナー・富山（中部支部主催） 

③ 令和６年１０月２８日 下水道管路施設管理セミナー・大阪（関西支部主催） 

④ 令和６年１１月 ６日 九州地区研修会（下水道管路維持管理セミナー）・沖縄（九州支部主催） 

⑤ 令和６年１１月１３日 下水道管路管理セミナー・東京（本部主催） 

⑥ 令和６年１１月１４日 下水道管路管理技術セミナー・愛知（中部支部主催） 

  ※ 各講演会ともに定員があるため、ご希望にそえない場合があります。 

【WEB 講習方式】 

⑦ 令和６年１１月２２日 下水道管路管理セミナー・WEB（本部主催） 

※ ⑦は⑤の講演会を録画したものとなります。 
（ＷＥＢ講習による聴講の要件） 

 次の要件を満たす場合に限り、WEB 講習を聴講できます。 

1．インターネットに接続できる環境にあること。 
2．受講者１人につきパソコン１台（WEB カメラ、スピーカー（内臓含む）必須）があること。（複

数人が１台のパソコンを共用することは不可。スマートフォンは不可。） 
3．ZOOM ミーティングを操作でき、ログイン直後の表示名を下水道管路管路技士の登録番号に変

更できること。（ZOOM の操作に関する質問には一切対応しません。） 

 

３．指定講演会の受講にあたって 

【対面方式】 

対面方式による講演会を聴講される方には、各講演会の開催７日前をめどに受講票を

メールにてお送りします。受講票は受講証明書との引き換えに必要なため、必ず印刷して

持参してください。 

【WEB 講習方式】 

WEB 講習で聴講される方には、ZOOM ミーティングの招待メールを講習の 7 日前を

めどにお送りします。 

 

４．更新登録の手続き 

指定講演会の受講後、受講した演題から一つを選び、選んだ理由とともに、その内容につ

いて興味を持った点、業務等への活用・影響について考えを指定の様式にまとめ、報告書を

作成してください。また、その他の必要書類の作成、更新手数料の支払いを行い、11 月 29

日までに郵送で更新登録申請を行ってください。 

詳しくは、同封の「令和６年度 下水道管路管理総合技士登録更新申請案内」をご覧くだ

さい。 

 



 
 

【別紙】


